
【お知らせ】６月２１日（月）以降の取扱い 

（活動曜日、施設利用人数）の変更について 

2021 年 6 月 16 日 

学友会総務部長室 

 来週６月２１日（月）より、以下の通り学友会活動における施設利用の上限人数を変更します。 

また、土曜日の活動もお認めします。 

いまだ新型コロナウイルスの感染流行が懸念される中、この様に学友会の活動機会を拡張することが

できたのは、皆さんの日頃の真摯な取組みが評価されたことによるものです。 

学友会に所属する各団体におかれては、引き続きガイドラインに沿った適切な感染症予防対策を実施

して、安全な活動を心掛けてください。 

【コロナ禍における学友会活動の基本原則】 

１． 健康経過観察の継続入力！ 

２． 参加者名簿を提出！ 

３． 活動時間、入退構時間を厳守！ 

４． 感染予防ガイドラインの読み合わせ！ 

 ※その他、マスクなしでの会話は控えましょう。飲料の共有は禁止、食べるときは黙食で！ 

【主な変更点】※詳しくは別添の資料を参照してください。 

『新たに、土曜日の施設利用を開始します。（時間帯、人数等は日曜日と同様）』 

『施設利用人数の変更点』 

☞人工芝グラウンド定員：90 名⇒120 名に 

☞35 記念館アリーナ定員：80 名⇒120 名に 

☞スタジオ A～F の収容人数増加 

スタジオは現在、１名ずつの個人練習を許可していますが、今後、以下の内容でグループ単位での 

スタジオ利用を可能にします。 

定員（スタジオ名/人数）：A,D（大）/５名、B,C,E,F（中）/３名 

※１日ごとのローテーション制で３室ずつを利用。 

（月）は事務課窓口にて当日申込み 個人利用のみを認める。 

（火・木・土）は A,B,C のみ。（水・金・日）は D,E,F を利用可能とする。 

スタジオ内で発声を伴う演奏は、壁に向かって行うこと。 

☞音楽練習場の定員：10 名⇒15 名に 

☞弓道場の定員：10 名⇒15 名に 

☞35 記念館トレーニングルームの定員：10 名から増員⇒15 名に 

以上 


